
大竹市郵便入札実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，本市が発注する建設工事及び測量，建設コンサルタント等業務に

係る競争入札を郵便による入札（以下「郵便入札」という。）の方法により実施する

ことについて，必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事等） 

第２条 郵便入札は，一般競争入札，公募型指名競争入札及び指名競争入札により実施される建

設工事及び測量，建設コンサルタント等業務（以下「対象工事等」という。）を対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長が特に認めた場合は，郵便入札によらないことができる。 

（郵便入札による旨の公告等） 

第３条 対象工事等の入札を郵便入札により実施しようとするときは，一般競争入札及び公募型

指名競争入札にあっては公告に，指名競争入札にあっては入札指名通知書にその旨を記載する

ものとする。 

（入札書等の提出方法） 

第４条 入札参加者は，入札書及び工事費（業務費）内訳書（以下「入札書等」という。）を次

に掲げる方法により郵送又は持参により提出しなければならない。 

 （１） 外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。ただし，持参するものについては，外封筒

を省略することができる。 

 （２） 入札書等は内封筒に入れ，封かんのうえ，内封筒の表面に「入札書及び工事費（業務

費）内訳書在中」と朱書するとともに，工事名又は業務名，工事場所又は業務場所，開札

日及び入札者の商号又は名称（共同企業体の場合は共同企業体名。以下同じ。）を記載す

ること。 

 （３） 外封筒には，内封筒並びに担当者の氏名及び連絡先を記載した用紙（様式は任意）を

入れ，封筒の表面に「何何工事（業務）入札書等在中」と朱書するとともに，入札者の商

号又は名称がわかるようにすること。 

２ 入札書等は，市が指定する郵便局への留め置きによる一般書留郵便若しくは簡易書留郵便又

は都市環境部監理課への持参のいずれかの方法により，次条に規定する提出期限までに，公

告又は入札指名通知書（以下「公告等」という。）で指定された提出先に提出しなければなら

ない。 

（入札書等の提出期限等） 

第５条 入札書等の提出期限は，原則として開札日の前日（その日が大竹市の休日を定める条例

（平成元年大竹市条例第２１号）に規定する市の休日にあたるときはその前日）とし，公告

等で指定する。 

２ 入札参加者は，入札書等を公告等で指定された提出期限（以下「指定期限」という。）まで

に，前条第２項に規定する提出先に到達するよう郵送又は持参しなければならない。 



（入札書等の受領及び管理等） 

第６条 市長は，入札書等を受領したときは，開札まで金庫等に確実な方法で保管しなければな

らない。 

２ 受領した入札書等は，いかなる理由があっても開札まで内封筒を開封しないものとする。 

３ 一度提出された入札書等の書換え，引換え又は撤回は認めないものとする。 

（入札の辞退） 

第７条 公募型指名競争入札に係る指名等結果通知を受けた者又は入札指名通知を受けた者が，

郵便入札において入札を辞退しようとするときは，第５条第２項の指定期限までに，辞退届

を持参又は郵送により提出しなければならない。 

２ 前項の場合において，入札書等を郵便により差し出した後に辞退しようとするときは，ただ

ちに辞退届を提出するとともに，差し出した郵便の取戻し手続きを行うものとする。 

３ 市長が入札書等を受領した後においては，入札を辞退することはできない。 

（入札の無効） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とする。 

 （１） 入札者の資格，入札に関する条件に違反した者の入札 

 （２） １つの入札について同一の者が２以上の入札書を提出した入札 

 （３） 金額の記入がない入札書による入札 

 （４） 金額を訂正した入札書による入札 

 （５） 第４条第２項に規定する方法以外の方法で提出した入札 

 （６） 入札書の工事名又は業務名，工事場所又は業務場所，商号若しくは名称，住所又は代

表者名のいずれかが記載されず，若しくは記載に誤りがあり，又は入札者の押印のない入

札書による入札 

 （７） 誤字，脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札 

 （８） 工事費（業務費）内訳書を提出しない者又は内容が未記入などの不備がある工事費（業

務費）内訳書を提出した者がした入札 

 （９） 工事費（業務費）内訳書に商号又は名称が記載されず，又は入札者（共同企業体にあ

っては代表者）の押印のない工事費（業務費）内訳書を提出した者がした入札 

 （１０） 指定期限を過ぎて到達した入札 

 （１１） 入札書等の提出後，開札までに入札条件を満たさなくなったことを届け出た者のし

た入札 

 （１２） 公告等の日から開札日までの間において，建設業者等指名除外要綱（平成１１年６

月２１日制定）に基づく本市又は広島県の指名除外を受けた者のした入札 

 （１３） 虚偽の申請又は届出を行った者のした入札 

 （１４） 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 

（開札） 

第９条 開札は，公告等に示す日時及び場所において行うものとする。 



２ 開札は公開とする。 

３ 市長は，開札にあたり，入札執行者のほか，立会人として市の職員を２名選任する。 

４ 入札回数は１回とする。 

５ 一般競争入札及び公募型指名競争入札においては，入札書等の提出をした者が１名のみの場

合でも開札を行う。 

６ 入札執行者は，同じ最低価格をもって入札した者が２者以上あるときは，別に定める方法に

より順位を決定するものとする。 

７ 総合評価方式において，開札後総合評価を行った結果，最高の評価値となった者が２者以上

ある場合は，別に定める方法により順位を決定するものとする。 

（入札の失格） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は，失格とする。 

（１） 最低制限価格を下回る価格の入札をした者 

（２） 大竹市低入札価格調査制度事務取扱要綱（平成１１年３月３１日制定。以下「低入札

要綱」という。）に基づく数値的判断基準に適合しない者 

（３） 大竹市低入札価格調査制度事務取扱要綱（平成１１年３月３１日制定）に基づく低

入札価格調査（以下「低入札価格調査」という。）において，事後の事情聴取及び資料提

出等に協力しない者 

 （４） 低入札価格調査において，契約の内容に適合した履行がなされないと判断された者 

 （５） 公募型指名競争入札及び指名競争入札において，第５条第２項の指定期限までに入札

書等又は辞退届を提出しなかった者 

（落札） 

第１１条 入札執行者は，開札後，最低入札価格の入札金額及び入札者名を読み上げ，落札を保

留し開札を終了する。ただし，最低の価格をもって入札した者又は総合評価方式において評

価値の最も高い者が低入札価格調査の対象となる場合は，低入札価格調査を行う旨を宣言し，

開札を終了するものとする。 

２ 市長は，落札者が決定した場合は，速やかに落札者に電話その他の方法によりその旨を通知

する。 

３ 市長は，落札者の決定した工事又は業務について，速やかに入札結果等に関する書類を都市

環境部監理課において閲覧に供するものとする。 

（入札の延期又は中止） 

第１２条 市長は，郵便入札において，事故又は交通遮断等が発生したとき，不正な行為等によ

り必要があると認めるとき，又はその他やむを得ない事由が生じたときは，入札を延期し，

若しくは中止することができるものとする。 

２ 市長は，前項の規定により，入札を延期し，又は中止したときは，速やかに当該入札参加者

に通知しなければならない。 

３ 市長は，入札を延期したときは，受領した入札書等を延期後の開札まで厳重に保管するもの



とし，入札を中止したときは，不正な行為等により入札を中止した場合を除き，速やかに入

札書等を当該入札参加者に返却するものとする。 

（費用の負担） 

第１３条 入札書等の作成，提出及び郵送に要する一切の費用は，入札参加者が負担するものと

する。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

    附  則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行し，同日以降に公告等を行う入札から適用する。 

    附  則 

この要綱は，平成２３年７月１日から施行し，同日以降に公告等を行う入札から適用する。 


